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令
和
７
年
度
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
） 

の
申
告
に
つ
い
て 

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の
償
却
資
産
（
事
業

用
資
産
）
に
つ
い
て
も
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

償
却
資
産
と
は
、
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
方
や
農
業
を
営
ま
れ
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業

の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、

備
品
等
を
い
い
、
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、
毎

年
１
月
１
日
現
在
本
山
町
内
に
あ
る
償
却
資
産
（
事
業
用
資

産
）
の
取
得
価
格
や
取
得
時
期
等
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
地

方
税
法
第
３
８
３
条
の
規
定
に
よ
る
） 

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
償
却
資
産
申
告

の
手
引
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
役
場
税
務
班
で
も
配
布
し

て
い
ま
す
。） 

【
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
】 

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
減
価
償
却
額
又
は
減
価
償
却

費
が
法
人
税
法
又
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計

算
上
損
金
又
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
こ
れ
に

類
す
る
資
産
で
法
人
税
又
は
所
得
税
を
課
さ
れ
な
い
者
が

所
有
す
る
も
の
を
含
む
）
を
い
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
資
産
も
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。 

①
償
却
済
資
産
（
耐
用
年
数
が
経
過
し
、
帳
簿
上
で
備
忘
価

格
１
円
の
み
が
計
上
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

②
建
設
仮
勘
定
で
経
理
さ
れ
て
い
る
資
産
（
そ
の
一
部
が
事

業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
資
産
） 

 

③
決
算
期
以
降
に
取
得
さ
れ
た
資
産
で
未
だ
固
定
資
産
勘
定

に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
資
産 

④
簿
外
資
産
（
会
社
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
資
産
） 

⑤
遊
休
資
産
（
稼
働
を
休
止
し
て
い
る
が
い
つ
で
も
稼
働
で

き
る
状
態
に
あ
る
資
産
） 

⑥
未
稼
働
資
産
（
既
に
完
成
し
て
い
る
が
未
だ
稼
働
し
て
い

な
い
資
産
） 

⑦
改
良
費
（
資
本
的
支
出
） 

⑧
赤
字
決
算
の
た
め
減
価
償
却
を
行
っ
て
い
な
い
資
産 

⑨
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適
用
し
、
即
時
償
却
・
特
別

償
却
・
割
増
償
却
し
て
い
る
資
産 

⑩
資
産
の
所
有
者
が
事
業
と
し
て
他
人
に
貸
し
付
け
て
い 

る
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
、
レ
ン
タ
ル
資
産
） 

⑪
従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
（
社
宅
・
寮
等
）
の
構
築
物
、 

 

器
具
備
品 

【
申
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
資
産
】 

①
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も
の

（
小
型
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
コ
ン
バ
イ
ン 

な
ど
） 

②
営
業
権
や
特
許
権
な
ど
の
無
形
減
価
償
却
資
産 

③
繰
延
資
金
（
開
業
費
、
開
発
費
、
負
担
金
） 

④
耐
用
年
数
が
１
年
未
満
ま
た
は
取
得
価
格
が
10
万
円
未 

満
の
資
産
の
う
ち
、
税
務
会
計
上
で
一
時
に
損
金
に
算
入

し
て
い
る
も
の 

⑤
取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
で
、
税
務
会
計
上
３
年
間
で

一
括
償
却
し
て
い
る
も
の 

⑥
法
人
税
法
第
64
条
の
２
第
１
項
又
は
所
得
税
法
第
67

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
（
売
買
扱
い
と
す
る

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
）
資
産
で
取
得
価
格
が
20
万
円

未
満
の
も
の
（
地
方
税
法
施
行
令
第
49
条
た
だ
し
書
） 

【
申
告
期
限
】 

 

令
和
７
年
１
月
31
日
（
金
） 

【
申
告
書
の
提
出
方
法
】 

役
場
へ
持
参
、
も
し
く
は
郵
送
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（e

L
T

A
X

）
に
よ

る
電
子
申
告
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

【
申
告
書
等
の
様
式
に
つ
い
て
】 

昨
年
度
、
町
様
式
で
申
告
（
紙
申
告
）
を
さ
れ
た
方
に
は

12
月
に
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
申
告
書
ご
入
用
の
場
合
は
、
役
場
税
務
班
に
て
入

手
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

く
だ
さ
い
。 

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

住
民
生
活
課 

税
務
班 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
１
月
17
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 

〇
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

〇
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業
所 

の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 

電
話
０
８
８―

８
５
４―

９
１
１
１ 

 

  

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１４３号  



    令和 7（２０２5）年 1月 8日（2） 

 

『
児
童
手
当
』が
令
和
６
年
12
月
支
給
分
か
ら

拡
充
さ
れ
て
い
ま
す 

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
等
に
お

け
る
生
活
の
安
定
と
次
世
代
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
育
ち

を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
令
和
６
年
12
月
支
給
分
か
ら
、

支
給
対
象
児
童
が
中
学
生
ま
で
か
ら
高
校
生
年
代
ま
で
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
等
、
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
、
中
学
生
以
下
の
児
童
を
養
育
し
て
お
り
、
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
原
則
制
度
改
正
に
よ
る

手
続
き
は
不
要
で
す
が
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
手
続
き
が

必
要
で
す
。 

㋐
高
校
生
年
代
の
み
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方 

㋑
現
在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
お
り
、
算
定
児
童
に
登
録
さ

れ
て
い
な
い
高
校
生
年
代
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
。 

※
算
定
児
童
と
は
、
手
当
の
支
払
い
対
象
で
は
な
い
が
、
児

童
数
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
児
童
の
こ
と
。 

 

※
15
歳
の
年
度
末
ま
で
本
山
町
か
ら
受
給
し
て
い
た
場
合

は
、
算
定
児
童
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
手
続
き
は
不

要
で
す
。 

㋒
現
在
児
童
手
当
を
受
給
し
て
お
り
、
児
童
の
兄
姉
等
（
18

歳
年
度
末
以
降
か
ら
22
歳
年
度
末
ま
で
）
を
含
む
と
３
人

以
上
い
る
場
合
。 

㋐
～
㋒
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
世
帯
は
、
事
前
に
役
場
よ

り
手
続
き
の
依
頼
文
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
㋐
～
㋒
に
該

当
し
、
役
場
か
ら
依
頼
文
書
が
届
い
て
い
な
い
方
に
つ
い
て

は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。 

※
制
度
改
正
の
内
容
や
ご
不
明
な
点
等
あ
り
ま
し
た
ら
本
山

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

※
受
給
者
が
公
務
員
の
場
合
は
、
職
場
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
住
民
生
活
課 

電
話
76―

２
１
１
５ 

嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合 

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集
に
つ
い
て 

【
勤
務
場
所
】
土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

【
採
用
人
数
】
若
干
名 

【
勤
務
内
容
】
学
校
給
食
調
理
員 

【
任
用
期
間
】 

採
用
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で 

（
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
、
更
新
の
場
合
あ
り
） 

【
勤
務
日
】
月
曜
～
金
曜
の
間
で
応
相
談 

【
勤
務
時
間
】 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分
の
間
で
応
相
談 

【
時
給
額
】
１
，
１
４
１
円 

【
手
当
等
】 

通
勤
手
当
あ
り 

勤
務
時
間
・
日
数
等
に
よ
り
期
末
・
勤
勉
手
当
あ
り 

【
保
険
等
】 

雇
用
保
険
あ
り 

 

勤
務
時
間
・
日
数
等
に
よ
り
社
会
保
険
あ
り 

【
資
格
等
】
不
問
・
調
理
未
経
験
も
可 

【
応
募
方
法
】 

嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書

を
提
出 

（
申
込
書
は
土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
配
布
） 

【
募
集
期
間
】
随
時
受
付
中 

【
選
考
方
法
】
面
接 

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
書
提
出
先
】 

 

本
山
町
寺
家
２
３
９―

１ 

土
佐
本
山
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

電
話 

72―

９
９
７
６ 

   

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
１
月
16
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

 

【
行
政
相
談
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課  

電
話  

76―

２
２
２
３ 

 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
１
月
17
日
（
金
）
午
後
１
時
～
午
後
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】
役
場
２
階 

相
談
室
３ 

【
内
容
】 

民
事
関
係
（
金
銭
貸
借
、
土
地
明
渡
し
、
境
界
等
）、 

家
事
関
係
（
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係
、
相
続
関
係
等
）
の 

問
題
を
解
決
す
る
に
つ
い
て
の
手
続
の
案
内 

※
裁
判
所
の
一
般
的
な
手
続
の
案
内
を
行
う
も
の
で
あ
り
、 

法
律
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

  


